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別記様式12号
西海警察署協議会令和７年度第４回会議議事概要

日 時 令和８年１月29日（木）13時54分～14時59分

場 所 西海警察署講堂

１ 協議会
永野会長 安藤委員 中坂委員 藤木委員

２ 警察署
出 席 者 伊東署長 古井田副署長 長岡刑事生活安全課長

髙野地域交通課長
３ 書 記

警務係長

１ 長崎県警察における基本姿勢及び令和８年運営指針について
署長から 「長崎県警察における基本姿勢及び令和８年運営指針」、

について、次のとおり説明があった。
(1) 基本姿勢

県民の期待と信頼に応える力強い警察
～安全で安心な長崎県のために～

(2) 令和８年運営指針
○ ニセ電話詐欺を始めとする犯罪の抑止対策の推進と人身安全
関連事案等への的確な対処

○ サイバー空間の脅威への的確な対処
○ 悪質・重要犯罪の徹底検挙と組織犯罪対策の推進
○ 交通死亡事故・重傷事故抑止対策の推進と飲酒運転の根絶
○ 治安情勢の変化や緊急事態への的確な対処
○ 活力に満ちた魅力ある職場環境の確立

２ 提出意見に対する推進状況について
会議の状況 署長から、前回の定例会における提出意見である「様々な世代を

対象とした詐欺被害防止広報活動の強化」の推進状況について、次
のとおり説明があった。
(1) ＳＮＳを通じた情報発信を推進した。
ア ＳＮＳによる情報発信を推進した。
(ｱ) フィッシング詐欺被害防止
(ｲ) SNS型投資・ロマンス詐欺被害防止
(ｳ) オレオレ詐欺被害防止

イ 西海市公式ＬＩＮＥ掲載による情報発信
(ｱ) 警察官かたりのオレオレ詐欺被害防止
(ｲ) ロマンス詐欺被害防止
(ｳ) 息子かたりのオレオレ詐欺被害防止

(2) 様々な世代を対象とした犯罪被害防止広報活動を実施した。
ア 青パト隊と連携した防犯広報パレード
イ 西彼町小迎郷所在の店舗における詐欺被害防止キャンペーン
ウ 猟友会員に対する詐欺被害防止講話
エ 金融機関防犯総会における詐欺被害防止講話
オ ぎゅぎゅっと西海フェスティバルにおける詐欺被害防止キャ
ンペーン
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カ 交通安全教室における詐欺被害防止広報
キ 松島火力発電所感謝デーにおける詐欺被害防止キャンペーン
ク 防災行政無線を活用した特殊詐欺被害防止放送

３ 令和７年10月から12月までの業務重点推進結果について
署長、刑事生活安全課長及び地域交通課長から、次のとおり説明

があった。
(1) ニセ電話詐欺・ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺被害防止対策を推
進した。
ア 西海警察署管内における犯罪認知・検挙状況の説明
イ 対策期間中の詐欺被害に関する説明
ウ 広報活動等による被害防止対策
エ その他の詐欺被害防止対策
(ｱ) 国際電話利用休止サービスの利用促進
(ｲ) 迷惑電話防止機器の貸出し
(ｳ) 巡回連絡等あらゆる警察活動を通じた個別の防犯指導
(ｴ) 金融機関職員を対象としたＡＴＭ利用者への声かけ訓練
(ｵ) コンビニサポートポリスを活用したコンビニ事業者との協
力関係の構築

(2) コンビニエンスストア、金融機関等に対する立ち寄り警戒強化
を実施した。

(3) 交通事故抑止対策を推進した。
ア 令和７年１月から12月の交通人身事故の説明
イ 令和７年10月から12月の交通人身事故の説明
ウ 交通安全講話の実施
エ 高齢者と子どもの参加体験型交通安全教室の開催
オ 交通安全パレードや交通安全チラシの配布等による交通事故
防止の呼びかけ

カ 街頭活動の強化
キ シニアカー利用者に対する安全旗の配布活動

(4) 国際テロ等の未然防止対策
ア 管理者対策の推進
(ｱ) 爆発物原料取扱業者、ホテル・レンタカー業者への管理者
対策の実施

(ｲ) 関連機関との連携
外国船に対する合同サーチの実施

(ｳ) 広報活動

４ 業務推進計画について
署長、刑事生活安全課長及び地域交通課長から、次のとおり説明

があった。
(1) 各種犯罪抑止対策の推進

街頭活動の強化(2)
(3) 歩行者と自転車の事故防止
(4) 管内に居住する外国人に対する防犯指導等

○ 詐欺などの犯罪被害防止活動の強化
西海警察署管内では、特殊詐欺事件の被害が多発しており、その

被害防止対策が必要である。
提 出 意 見 特殊詐欺事件以外にも、西海警察署の業務推進計画が重点とする

各種犯罪防止のために、被害防止活動を強化してもらいたい。
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よって、今回は、詐欺などの犯罪被害防止活動の強化を提言とし
たい。


